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産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドライン 

制定：平成２３年 ４月 １日 

改定：平成２８年１０月 １日 

１ 目的 

産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設（以下「産

業廃棄物処理業等」という。）の許可基準である経理的基礎については、「産業廃棄物処理

業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについ

て」（平成２５年３月２９日付け環廃産発第１３０３２９１０号、以下「許可事務通知」と

いう。）により、その判断基準、留意事項などが示されている。 

本ガイドラインは、事務の統一と手続きの透明化を図り、もって円滑かつ公正な審査事

務に資するため、許可事務通知に則って、審査を行ううえでの判断基準や審査を進める手

順をより実務向けに明確化にし、経理的基礎の審査の指針及び手順を定めるものである。 

 

２ 審査の指針 

 経理的基礎を有すると認められるための申請者の状態を審査の指針として明確にする。 

許可事務通知には、簡易的な判断基準として「利益が計上できていること又は自己資本

比率が１割を超えていることが望ましい（少なくとも債務超過の状態でない）」ことが示さ

れ、その他、審査の際のいくつかの留意事項が示されている。このことから、経理的基礎

を有すると認められるための申請者像についての考え方を読み取ることができる。 

そこで、本ガイドラインでは、審査の指針として、経理的基礎を有すると認められるた

めの申請者の状態を申請ごとに次のとおり規定する。 

⑴収集運搬業・中間処分業 

  申請者の施設等の能力に見合った適正な数量の廃棄物を受け入れることから得られる

妥当な額の収益によって、適正な処理や維持管理に要する費用、事業の用に供する施設

の整備に要する費用、その他適正な事業運営に必要な費用をまかなったうえで中長期的

に利益が確保できる見込みがあり、資金の借入をする場合にあっては、事業の継続性が

認められ得るほどに、着実に借入金の返済が見込まれ得る者であること。 

⑵最終処分業 

  申請者の施設の容量等に見合った適正な数量の廃棄物を受け入れることから得られる

妥当な額の収益によって、適正な処理や維持管理に要する費用、事業の用に供する施設

の整備に要する費用、埋立処分終了後の維持管理に要する費用（維持管理積立金）、その

他適正な事業運営に必要な費用をまかなったうえで中長期的に利益が確保できる見込み

があり、資金の借入をする場合にあっては、埋立処分終了時までに着実に借入金の返済

が見込まれ得る者であること。 

⑶施設許可 

  申請者の施設の設置に必要な初期費用のための資金調達が実行可能であることが見込
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まれ、適正かつ妥当な事業収益によって、適正な施設の維持管理に要する費用、その他

適正な事業運営に必要な費用をまかなったうえで中長期的に利益が確保できる見込みが

あり、施設の設置等に要する資金の借入をした場合にあっては、着実に借入金の返済が

見込まれ得る者であること。 

 

なお、これらの規定は、審査の指針として、経理的基礎を有するとされる申請者のプ

ロトタイプを示したものであって、個別の申請においては変則的なケースもあり得るが、

この指針を念頭に審査を行うこととする。 

 

３ 審査書類 

 ここでは、審査のために必要な書類を以下のとおり整理する。まず、廃棄物処理法施行

規則及び許可事務通知に示された添付書類（以下「基本書類」という。）がある。次に、基

本書類によって経理的基礎を有すると認められない場合に、追加して提出を求めるべき書

類（以下「追加書類」という。）がある。 

⑴基本書類 

①貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表（又は決算書一式） 

平成２３年改正の施行規則により、会社法の改正に伴う措置として、貸借対照表、

損益計算書に加え、株主資本等変動計算書及び個別注記表の添付が規定された。審査

の実務においては、これまでも決算書類一式が添付されることがほとんどであったた

め、改正による影響は少ないが、株主資本等変動計算書及び個別注記表の添付が必須

とされたことに留意すること。 

②事業の開始（継続）に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 

（様式５） 

今後５年間（優良申請にあっては７年間、最終処分業にあっては埋立処分終了まで）

の事業の開始または継続に必要と判断される一切の資金の総額とその資金の調達方法

を記載すること。なお、次項⑵の追加書類の提出を求める場合には、それとの整合に

ついても留意すること。 

③法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類（確定申告書の写し及び納税証明

書） 

確定申告書は、税務署の受付印又は電子申請等証明書のある確定申告書の写しを添

付するものとし、決算書及び納税証明書と突合させることで決算書の真正を確認する

こと。 

⑵追加書類 

①収支・資金計画書（書式１、書式２） 

純資産、売上高、売上原価、経費及びその他の各項目に係る、現状の実績評価及び

今後５年間（優良申請にあっては７年間、最終処分業にあっては埋立処分終了まで）
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についての改善に向けた具体策を求める。これを基に収支・資金計画書を評価する。 

②売上高内訳書（書式３） 

今後５年間（優良申請にあっては７年間、最終処分業にあっては埋立処分終了まで）

についての計画とする。 

③その他、個別事案によって知事が必要と認める書類 

個別事案によっては、①②以外に、金融機関からの融資証明書、役員等からの借入

の裏づけとして個人の資産状況を証する書面、関連会社等との債務保証等契約書、借

入先との返済計画書など、必要に応じて提出を求めることとする。 

※追加書類については、上記①②に代えて、中小企業診断士、公認会計士等の診断書

等も可とするが、内容として必ず上記①②の内容を含むものでなければならない。 

※１年間の売上高の前期比伸び率が１５％を超える場合は、三重県との協議の上で中

小企業診断士が作成した診断書を必要とする。なお、基本書類が１期分も提出できな

い場合は、前期比伸び率が算出できないことから、三重県との協議の上で中小企業診

断士が作成した診断書が必要となる。 

 

４ 審査手順 

⑴納税及び維持管理積立金に係る審査 

  ①法人税 

法人税は、所得を生み出すことができる事業者に対して課税されるものであるが、

未納税額が存在すると滞納による延滞利息等によってさらなる課税がなされることも

あり、事業の継続性を失する要素になり得る。 

   審査においては法人税の納税証明書を確認し、未納税額が存在する場合は必要な社

会的コストを負担していないと考えられ、経理的基礎を有していないと判断し不許可

とする。 

  ②維持管理積立金 

最終処分場の設置者は、埋立終了後に処分場による収入が見込めなくなった後でも、

処分場廃止までの間の維持管理が確実に行えるよう維持管理に必要な資金を予め積み

立てておくべきものが維持管理積立金の趣旨である。 

最終処分場に係る積立てるべき維持管理積立金が積立てられない状況であれば、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律上の許可申請に係る経理的基礎を有していないと判

断し不許可とする。 

⑵直前３年の貸借対照表及び損益計算書の審査 

  許可事務通知を考慮し、「直前期の自己資本比率」、「直前３年の当期純利益平均値」、「直

前３年の経常利益平均値」の３つの指標により、下記の表に当てはめて各ケースに応じ

た審査を行うこととする。 
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ケース
自己資本比率
（直前期）

当期純利益
（３年平均）

経常利益
（３年平均）

必要書類等

ケース１ プラス プラス

ケース２ プラス マイナス

ケース３ マイナス プラス

ケース４ マイナス マイナス 基本書類＋追加書類

ケース５ プラス プラス

ケース６ プラス マイナス

ケース７ マイナス プラス

ケース８ マイナス マイナス

ケース９ プラス プラス

ケース１０ プラス マイナス

ケース１１ マイナス プラス

ケース１２

ケース１３
０％未満
【債務超過】

マイナス マイナス 不許可

１０％以上
基本書類

０％以上１０％未満
基本書類

基本書類＋追加書類
０％未満
【債務超過】

直前３年の基本書類を提出できない法人

 

＜ケース１～３、ケース５～７の場合＞ 

  基本書類によって審査を行う。「事業の開始（継続）に要する資金の総額及びその資金

の調達方法を記載した書類」の内容が、著しく合理性、確実性を欠くものでなければ、

納税証明書により未納がないことを確認したうえで、経理的基礎を有するものと判断す

ることとする。 

  ただし、ケース２、３、６、７にあっては、申請者から、当期純利益額平均値が赤字

（ケース３、７）又は経常利益額平均値が赤字（ケース２、６）の要因を聴き取り、そ

れが特殊的又は一時的な要因によるものではなく、定常的又は継続的な要因によるもの

と判断される場合には、追加書類を求めることとする。 

 ＜ケース４、ケース８～１２の場合＞ 

  基本書類に加え追加書類を求めて審査を行う。審査の概要は、基本書類のうち、「事業

の開始（継続）に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類」に総額で

示された今後５年間（優良申請にあっては７年間、最終処分業にあっては埋立処分終了

まで）の事業収支の見込みについて、今後５年間（優良申請にあっては７年間、最終処

分業にあっては埋立処分終了まで）各年の収支・資金計画として具体的に審査を行うも

のであるが、その審査手順については、次項⑶以下で示す。 

＜ケース１３の場合＞ 

  直前期が債務超過かつ当期純利益額及び経常利益額の直前３年平均値がマイナスの場

合、事業を的確かつ継続して行える「安全性」及び「収益性」が認められないため、経

理的基礎を有していないと判断し不許可とする。 

⑶改善に向けた具体策の評価 

追加書類のうち改善に向けた具体策を評価する。評価のポイントは以下のとおり。 

ａ）直前３年の「実績評価」における赤字・債務超過等の要因の説明が、直前３年の
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決算書に照らして合理的な内容となっていること。 

ｂ）「改善内容」が、直前３年の事業評価における赤字・債務超過等の要因を踏まえた

内容であり、また、過去の決算書及び今後の事業の見通しに照らして妥当な内容と

なっていること。 

⑷収支・資金計画書及び売上高内訳書の審査 

 改善に向けた具体策が妥当なものと認められれば、その内容に沿って作成された収

支・資金計画書及び売上高内訳書の内容を審査する。 

  ①収支計画（「売上高の内訳」を含む）の妥当性（書式１） 

「収支・資金計画書」のうち、「Ａ売上高」から「Ｍ当期純利益」までの「収支計画」 

（「売上高の内訳」を含む。）の妥当性を以下の点に留意しながら審査し、中長期的に

利益が出る計画であるか否かを判断する。 

   ａ）売上高や経費は直前３年の決算書における実績額に照らして妥当なものである

こと。 

   ｂ）売上高は、施設等の能力、人員などからみて妥当な処理量により見込まれたも

のであること。 

   ｃ）処理単価は、著しく妥当性を欠くような価格となっていないこと。 

   ｄ）適正な処理や維持管理のための費用が妥当な額で経費として見込まれているこ

と。特に、施設の整備のための費用、未処理の廃棄物の適正な処理に要する費用、

処理後の廃棄物の処分委託費用、埋立処分終了後の維持管理に要する費用（維持

管理積立金）などが見込まれるものであること。 

   ｅ）処理後の再生品の売却による収益が見込まれている場合には、売却先、売却数

量、売却価格などが著しく妥当性を欠くようなものとなっていないこと。 

   ｆ）その他、許可事務通知の留意事項に留意すること。 

②資金計画の妥当性、確実性（書式１） 

   「収支・資金計画書」のうち、「①前期繰越金」から「⑦次期繰越金」までの「資金

計画」の妥当性、確実性を以下の点に留意しながら審査し、中長期的に着実に借入金

が返済される計画であるか否かを判断する。 

   ａ）設備投資の計画がある場合には、施設の設置、改修、更新などの今後の設備投

資の見通しに沿ったものであること。また、妥当な積算に基づいた額となってい

ること。 

   ｂ）借入金により資金を調達する場合には、借入先、借入条件等を示させることと

し、必要に応じて、借入先の融資証明書、借入先の財務状況を証する書類（借入

先が金融機関の場合は不要とし、借入先が役員等であれば個人の資産状況を証す

るものとして預貯金の残高証明書などを、借入先が関係会社等であれば当該会社

の決算書類などをいう。）の提出を求め、資金調達の確実性を判断すること。 

   ｃ）現に有している借入金の返済については、必要に応じて、返済状況証明書、借
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入先との返済計画書、債務保証がある場合には債務保証契約書などの提出を求め、

今後の返済の見通しを判断すること。 

   ｄ）上記以外にも資金計画に疑義がある場合には、必要に応じて、その裏づけとな

る書類を求めて、その確実性を判断すること。 

 ⑸経理的基礎の有無の判断 

  上記の手順により、今後５年間（優良申請にあっては７年間、最終処分業にあっては

埋立処分終了まで）の収支・資金計画について十分な審査を行ったうえで、中長期的に

（最終処分業にあっては埋立処分終了までに）、事業を的確にかつ継続して行うに足りる

と認められ得るほどに、利益の確保が見込まれ、確実に事業に必要な資金の調達ができ

ることが見込まれ、かつ、着実に借入金の返済がなされることが見込まれ得る計画であ

れば、経理的基礎を有すると判断することとする。 

  しかし、上記の手順によって審査を行なってもなお、事業を的確にかつ継続して行な

うに足りると認められ得るまでには、利益の確保、資金の調達、又は借入金の返済の計

画に疑義が生じるような場合には、必要に応じて、中小企業診断士、公認会計士などの

専門家からの意見を聴取したうえで、慎重に判断することとする。 

 

５ その他 

⑴申請者が個人の場合 

申請者が個人の場合であっても、基本的な審査の考え方は変わるものではなく、この

ガイドラインで示した審査手順に準じて審査を行なうこととする。なお、具体的な留意

事項は以下のとおりとする。 

  ａ）所得税に未納税額が存在しないこと。 

ｂ）最終処分場設置者にあっては、最終処分場に係る積立てるべき維持管理積立金が

積立てられていること。 

ｃ）審査書類については、基本書類が、事業の開始（継続）に要する資金の総額及び

その資金の調達方法を記載した書類、資産に関する調書、所得税の納付すべき額及

び納付済額を証する書類（確定申告書の写し及び納税証明書）であり、追加書類は

法人の場合のものと同様とする（ただし、収支・資金計画書は書式２（個人用）に

よること）。 

ｄ）「直前期の資産状況」、「直前３年の所得税の納税状況」により、下記の表に当ては

め審査を行なうこととする。ただし、必要に応じて、追加書類を求めることを妨げ

るものではない。 
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ｅ）納税状況については、「納税が発生していない」場合でも、青色申告特別控除前の

金額（白色申告では収支内訳書の所得金額）がプラスであれば、「納税が発生してい

る」ものとして取り扱うこととする。 

 ⑵産業廃棄物処理施設 

  産業廃棄物処理施設の設置許可申請にあっては、４及び５（１）の審査手順にかかわ

らず、以下の点に留意し、基本書類と追加書類により審査を行なうこととする。 

ａ）産業廃棄物処理施設の設置に要する設備投資額の積算の妥当性、その資金調達の

確実性について審査を行なうこと。 

ｂ）事業収益によって、中長期的に利益が確保され、借入金の返済が可能かどうかに

ついて審査を行なうこと。 

⑶収支・資金計画書等の作成期間について 

  事業の開始（継続）に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類、改

善計画書、収支・資金計画書の作成期間については、基本的に今後５年間について作成

させることとするが、以下の場合のほか必要に応じて妥当な期間をもって作成させるこ

ととする。 

  ａ）許可申請とあわせて優良認定の申請がなされた場合には、事業の開始（継続）に

要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類は、今後７年間について

作成させること。 

  ｂ）最終処分業の許可申請にあっては、事業の開始（継続）に要する資金の総額及び

その資金の調達方法を記載した書類、改善計画書、収支・資金計画書は、埋立処分

終了時までについて作成させること。 

  ｃ）産業廃棄物処理施設の許可申請にあっては、事業の開始（継続）に要する資金の

総額及びその資金の調達を記載した書類、改善計画書、収支・資金計画書は、今後

１０年間について作成させること。ただし、埋立処分場の許可申請にあっては、埋

立処分終了時までについて作成させること。 

ケース 直前期の資産状況 必要書類等

ケース１ 基本書類

ケース２

ケース３ 資産＜負債

ケース４

直前３年の所得税の納税状況

資産≧負債
納税が発生している年がある

毎年、納税が発生していない

基本書類＋追加書類－

直前３年の基本書類を提出できない個人


